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明治中期の大都市における地区改良計画とその帰結
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1.はしがき

(1)課題と既往の研究の視座

江戸時代の都市化に端緒をもっ近代期の大

都市スラムは，明治中期以降，都市部の人口

増大とともにさまざまなかたちで世間の耳目

をひくこととなる九大阪の南区(現浪速区)

日本橋筋3~5丁目にあたる旧「長町j (1名護

町Jとも呼ばれた)は，東京の4大スラム(神

田橋本町，四谷鮫ヶ橋，下谷万年町，芝新網

町)に比肩すると称された，近代日本を代表

するスラムである。この旧長町は，明治20年

前後から戦前昭和期にかけて，いくつかの局

面で差別的なまなざしのもとに「流行病の巣

窟j，1貧民の巣窟j，1不潔家匡j，1貧民部

落j，1不良住宅地区」などとして多くのルポ

ルタージュや新聞記事を通して表象されると

同時に刊社会的に改良されるべき場所として

都市政策の対象となった地区である。本研究

加 藤 政 洋

は，この近代大阪最大のスラムである長町が，

明治中期(l885~1891年)の衛生行政の介入

によって一時的に解体された実態を，大阪で

最初に実行されたスラムクリアランスと位置

づけて明らかにするものである。

1990年前後から新たな段階一「セカンド・ス

テージ」ーに入った近代都市史研究をレヴュー

した成田は，研究の動向を「都市を支えるも

の」と「生きられた空間」という2つの問題領

域から整理した九この近代都市史研究と地理

学の接点を探究した水内によれば，前者は都

市空間の形成過程を対象として，それを促進

する制度や組織，資本の循環と建造環境の生

産，政治行動や都市思想を明らかにする領域

であり，後者は都市空間の消費のあり方，つ

まり日常的な生活世界レヴェルを探究する領

域でありへまったく異なる視座からのアプロー

チである針。長町のようなスラム(あるいは都

市下層社会)を対象としてきた既往の研究も，

大まかにはこの2つの領域に分類することがで

きる。「都市を支えるものJの領域は，市区改

正・都市計画との関連でスラムクリアランス

の計画内容，実施後の再開発の過程・帰結を

解明してきた都市計画史・建築史の分野が担っ

てきた九これに対し，近代史・都市社会学を

中心とした研究が，潜入ルポや行政報告書・

統計などから「スラム生活圏jあるいは都市

下層社会の日常生活と「労働過程」の具体相

を「生きられた空間」として叙述してきた九

本稿の課題である明治中期の大都市におげ

る地区改良の構想を明らかにする場合，都市
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計画史の枠組みで議論された， 1881 (明治14)

年の東京府における「神田橋本町スラムクリ

アランス計画」に関する藤森と石田の研究が

とくに参考になるので，予めここで概観して

おくことにしたい九江戸時代からつづく木賃

宿や「願人坊主」の集住する長屋密集地区で

あった神田橋本町は， 1881年1月26日の大火を

機に，時の府知事松田道之主導のもとに再建

事業が議論された。松田は「衛生・防火・体

面」を旨とするつぎのような計画案を被災直

後に示した。

神田区橋本町ノ¥，従来細民輯鞍ノ地ニシテ，
おおむ など

其居住営業ノ者ノ、率ネ木銭安泊杯ト唱へ，
ろうわい

阻嬢ノ家屋ヲ設ケ，僅少ノ宿泊料ヲ以テ窮

民ニ貸与シ，此ニ宿泊スノレ者ノ、日々各所に

乞巧スルノ風習ヲナシ，無籍同様定業ナキ

者ノ巣窟トナリ，狭陸ノ一家屋ニシテ移多

ノ人員ヲ雑居セシムルニヨリ，其不潔不体

裁ナlレ，実ニ名状スベカラズ。維新後今日

ニ至ル迄，其跡ヲ一掃スル能ノ、ズ。故ニ前

年悪疫流行ノ際，該地殊ニ甚シク，殆ンド

救フ可ラザルノ惨毒ヲ逗クシ，一般衛生上

ノ妨害少ナカラズ。当時改良ノ方法ヲ案ゼ

シト錐，其機会ア得ズ。然ルニ，去ノレ二十

六日大火災ノ節，同町一円焼失ニ及ピタル

ハ，改良ノ機至レリト謂フベシ。依テ此際

該地ヲ買収シ十五区共有地トナシ，更ニ普

通ノ営業ヲナス者へ貸与シ，従来ノ弊習ヲ

ー洗セントス9)。

つまり，東京府は，木賃宿や「随員委ノ家屋J

が密集し，コレラの流行した「不潔不体裁J

きわまりない橋本町一帯を，1月17日の大火を

「改良ノ機」として「十五区共有金Jで買収

して公有地とし，その後選別的に「普通ノ営

業ヲナス者Jへ貸地するという再建方針をとっ

たのである。この結果， I貧民」は完全に追放

され，橋本町は職人と小商人の町として再建

されたのであった。

この一連の事業について，藤森は明治初期

特有の防火計画における「スラムクリアラン

ス」として分析し，石田も積極的に「日本最

初のスラムクリアランス」と位置付げた，き

わめて注目される明治期の地区改良の事例で

ある。本稿で， I長町Jを取り払うという地区

改良構想を「スラムクリアランス」と位置づ

げるのは，両者の論を先例としてのことであ

る。

しかしながら，吉田は同じく神田橋本町の

「スラムクリアランス」を素材にして，まっ

たく別な論の立て方をしている 10)。すなわち，
うらだな

近世以来の都市の「民衆世界」は裏庖の空間

に展開する開放的な「木賃宿」を基部にして

存立していたのであり，明治期の橋本町もそ

の社会構造とまったく近似的な性格を有する

地区であったことを指摘した上で， I明治の権

力」が，こうした「民衆世界」という「貴重

な基部をスラム視しJ，I帝都の近代化」のた

めに「ー洗jをはかった，と結論づけるので

ある。さらに藤森と石田の論考については，

「橋本町=スラムとする府当局者の認識を自

明の前提としていることJ，I近世期の橋本町

と，その『近代化』の意味を問うていないこ

と」を厳しく指摘した。吉田の指摘は， I都市

下層社会Jや「スラム」を「生きられた空間」

として叙述する場合でも，表象そのものの批

判的検討や言説分析をふまえることが必要で

あることを要請する。

(2) 分析の枠組み

吉田の批判を乗り越えるひとつの方向性は，

明治期の衛生思想の言説分析を起点として論

じられた，安保による社会的差別の形成11野

嶋による社会的秩序形成1ヘ遠城による社会的

規律の創出川に関する研究がそれぞれ示すよう

に，近代的な都市空間の形成過程で構成され

たある特定の地区を問題化する思想を，政治

的・社会的・文化的なコンテクストをふまえ

て明らかにすることであると考えられる。つ

まり，本稿の課題にひきつけて言うならば，

たんに地区改良の事業計画の内容とその帰結
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この過程を簡略化した概念図を参考にしつ

つ(園1)，本稿の対象となる大阪「長町Jを

念頭におき，便宜的に事態を4つの段階に分け

ると，つぎのように整理することができる。

①日本橋筋3"-'5丁目は，雑業に従事する都市

下層民の居住地であり，その住民の日常生活

が再生産される〈場所〉である。また， 1日本

橋筋0丁目」という表記は，南区の正式な町

名である。②大阪市街地におけるコレラの流

行時に，日本橋筋3"-'5丁目は，数多くの患者

を集中して出したことから，大阪府の衛生行

政と新聞メディアの〈言説実践〉をとおして

差別的なまなざしが向けられる対象となる。

そして，かつての町名である「長町(名護町)J

と「貧民の巣窟」・「流行病の巣窟」・「犯罪者

の巣窟」の接合によって， 1スラムjという社

会的〈表象〉が生産される。つまり，都市問

題(コレラの流行)を媒介にした①から②へ

の過程が，日常的な知から言説的な知への移

行に相当する。③大阪府では，内務官僚(府

知事・府警部長)の主導のもと，防疫対策と

しての衛生・建築制度 (1清潔法j，1長屋建築

規則」など)が体系化され，それを実施する

警察権力が強化される。とくに，衛生・治安の

観点から「スラム」として表象された「長町」

の生活様式や居住環境(=景観)を問題化し，
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を記述するのではなく， 1長町Jという場所

が，差別的な言説によって「スラムjとして

表象される形式とそのコンテクストを探究す

ることからはじめなければならない14)。

具体的には，特定の都市民衆の居住地とし

ての「長町j，新聞報道にみられるその地区や

住人に向けられた差別的な言説，そして地区

を対象化する大阪府の衛生政策と警察権力に

よる介入， という3つの関係的・段階的なそれ

ぞれの事柄をひとつの社会的過程として整理

し記述してゆくという手法をとることにした

い。この3つはそれぞれ， 1場所j，1表象j，そ

して政策に裏付けられた「制度的実践」と形

式的に置き換えることもできょうが，その機

制 (mechanism)が日常的な都市空間にあっ

て明示的に作動することはまれである。とい

うのも， J ames DuncanがGiddensに依拠し

つつ述べているように円特定の地区や場所を

差異化する文化的・社会的思考は，集合的に

も個人的にも日常性の深層で構造化されてお

り，通常，そうした場所の可視的な領域(景

観)を問題化する事態には至らないからであ

る。しかし，ある特殊な状況や出来事(例え

ば，流行病，都市暴動，公害といった脅威を

ともなう都市問題)をめぐってそれらが集合

的感覚の表層に浮かび上がる時，つまり日常

的な知から言説的な知へと移行する聞に，自

明視されていた景観や場所がひとつの問題領

域として構成され，政策課題の明確化ととも

に制度的実践が介入する確固たる基盤が形成

されるのである。

Duncanのいう日常的な知から言説的な知へ

の移行とは， 1場所jをめぐる社会的表象が生

産され，その表象が特定の集団に共有される

ことを指す則。DavidHarveyが指摘するよう

に，特定のコンテクストでなされる言説実践

をとおして場所の社会的表象が生産されると

き，その社会的表象は集団や場所に対して「物

質的な結果を有する」のであり 17)，そして同時

に社会秩序の再生産を担う重要な局面を形成



政策の課題を町全体の取り払い(=クリアラ

ンス)へと絞り込んでゆく。④そのような政

策課題の明確化を受けて，衛生・建築警察の

介入をともなう法令・規制が実施される。こ

の〈制度的実践〉によって， r長町Jの一部は

実際に取り払われ改良されるのである。つま

りこの場合，社会的表象の物質的な効果は，

行政主体による制度的実践を通して長町に及

ぶのである。

ここでの整理は，本文で提示するさまざま

な言説の分析・解釈をリジッドに規定するも

のではなく，あくまで本稿の分析の枠組みを

明確に示すための便宜的なものである。以下

本文においては，まず長町の歴史と当時の居

住環境を概観した上で(II章)，概念的に整理

したこの過程について，改良事業の構想とそ

の帰結を3つの局面，すなわち1886年の「貧民」

移転計画 (III章)， 1887年の再開発計画(IV

章)，そして1891年の地区改良事業 (V章)， 

に分けて，日本橋筋の取り払い問題を差別的

に頻繁にとりあげた『大阪朝日新聞Jと『大

阪日報J(のちに『大阪毎日新聞J)の記事を

資料として記述してゆく 19)。

11.長町の概観

大阪市街地南端の紀州街道に沿って南北に

のびる長町の起源は， 1619 (元和5)年，東町

奉行久良正俊がこの地に旅篭10株を許可した

ことにさかのぽるとされる制。都市化とともに

「細民下層労働者其他悪漢無頼ノ徒ノ巣窟ノ

地帯ト化Jした長町に， 1663 (寛文3)年に町

奉行石丸定次が再度20株を与えて長屋を建設

し，さらに1666(寛文6)年の新町火災に際し

ては，長町ほかに木賃宿106軒を建設して「細

民」に供するとともに， r風紀ノ悪シキ下層労

働者ニ対シ此ノ地以外市内ニ居住一切相成ラ

スト厳達」した。その後に「合邦ヶ辻」付近

が西国巡礼の行路者や「乞食非人ノ野宿所」

となって「体裁極メテ見苦シカリシ」ゆえに，

1861 (文久元)年に町奉行が長町に補助を与

えて木賃宿20棟を建設し， r乞食ノ類ア収容J

する。しかし， r悪漢無頼及ヒ細民ノ多カリシ

タメJに「風俗乱レ賭博其他罪悪ヲナスモノ

多クJ，r悪徒ノ隠レ場所タルノ観ヲ呈」して

いTこという。

江戸期の長町は1~9丁目からなっており，

1~5丁目では「商売が可成り繁昌して正業者

が多く，貧窮者は少なかったj2Ilものの，前述

のような状況から長町全体が「社会一般ノ排

斥スル所トナリ長町ノ住民ト聞ケハ何等信用

ナク心アル住民ハ深ク之レヲ憂へ」て，1792(寛

政4)年には長町1~5丁目までを日本橋筋1~5

丁目と改称し，さらに1872(明治5)年3月に，

日本橋筋1~5丁目と旧町名のままであった長

町6~9丁目をあわせて，日本橋筋1~5丁目と

輔旧長町

町屋

500m 

図2 研究対象地域

『日本近代都市変遷地図集成一一大阪・京都・神戸・

奈良一一j(柏書房， 1987)所収の「大阪市中地区町名

改正絵図J(1875年)と「大阪実測図J(1887年)を基

に作成。
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改称するにいたる。これによって，本稿の対

象とする明治中期には. [日長町6"-'9丁目に相

当する日本橋筋3"-'5丁目の街区が「長町Jと

呼ばれることとなった(図2)。

つぎに，このような歴史的過程で形成され

た明治期の長町の居住環境も概観しておこう。

長町は，神田橋本町と近似的な町の構造を有

していたと考えてよい。つまり，表通りには

「旅人宿j(木賃宿)を営む家主の家屋(芸て首)

が東側に17軒，西側に23軒ずつ南北の道路に
うらだな

沿って立地し，それぞれの家屋の裏屈として，

家主の経営にかかる裏長匡が東側に52軒，西

側に51軒ずつ所狭しと軒を連ねていた問。裏長

屋は長さ 20~30間で，軒の高さは6~7尺，軒

の出は1尺程度，向かい合う棟との間隔は4"-'7

尺であった。こうした棟の聞のわずかなスペー

スは通路，共同の庭，干し場，子どもの遊び

場，さらには下水の流れ筋であり，井戸や雪

隠，塵芥所が設置されていた。裏長屋への出

入りは，家主が設置した表通りの木戸を通り

抜けなければならず，住人の7割が「日極Jの

家賃を，木戸を通る際に支払っていたようで

ある 23)。日極による賃借は，いわゆる「木賃宿」

の形態と類似しており，その日暮らしの生活

が営まれていたことを裏付けると同時に，流

動性の高い(都市下層)社会を形成していた

と考えることができるZ九1戸の規模は狭いも

のでは間口1問・奥行9尺で.3畳分の広さしか

なかったという。このような居住空間を有し

ていた長町住民の生活様式を知ることのでき

る資料は少ないが，つぎの記述は居住・生活

様式の一部を垣間見せてくれる。

無数の貧民ハ彼等が夫婦，兄弟，或は老姐

と餓鬼大将とを合して六七人 [6"-'7人]客

車的の城廓に団繁して生活をなせるにであ

りき，市して彼等の城廓として常住起臥眠

食せる処のものハ，一間間口に，奥行一間

半，其の三方は壁にして一方ノ、明り取り，

室の真中に窓を穿ち其の傍に入口あり，完

全に畳を敷けるは，希有にして，多くは荒

根板の上に薄薦を敷けるもの多し，其の家

財として見るべきものは…大和矩健一ツ，

煎餅布団一枚(悉く賃借物).土釜ーツ，茶

碗五ツ(中に欽けたるもあり).桶二ツ，味

噌こしーツ，彼等が世体道具は概して此れ

に過ぎざりしなり，かく単純なる寧ろ乞食

然たる境界にありて，雨天に閉篭られざる

限は其の日常執る所の稼業によりて夫は幾

分かの稼ぎをなして辛ふじて一家の糊口を

支ふるにてありき 25)

表l 長町住民の職業構成

業 種 I15年以上 15年以下 計

「紙屑拾いJI 735 867 1602 

「雑業 JI 4629 2528 7157 
「乞食 JI 487 341 828 

「無職 JI 87 40 127 

合計 5938 3776 9714 

f大阪朝日新聞.11890年5月16日「府下貧民の現状」よ
り作成。

この記述では，長町住民の「稼業Jは「乞

食然」たるものとされているが，実際には表

1に示されるような構成をとっている。「乞食」

は全体の8.5%に過ぎず，全体の70%以上を占

める雑業には「傘の骨を削るもの，櫛を磨く

もの，燐寸の箱を貼るもの，飲食物を小売す

るもの，屑拾ひ，煙仕替へ，土方，人力車夫，

磨砂売り j26)などが含まれた。さらに. ["傘の
ろくろ

骨を削り又は糠曜を作る職人は多く三丁目の

裏借家にj. ["燐寸の箱を貼るものは四丁目の

裏借家にj. ["五丁目の裏借家に住するものは

大抵古木紙屑等を拾い歩くものにて前の二者

よりは生活の度更に低くこのうちにはただ日々

四方に俳佃するのみにて定業なきものJが多

く住んでいたとされ27)，職業から見た場合，日

本橋筋3"-'5丁目を一概に「長町」として括る

ことのできない居住分化が見られたようであ

る。

以上のように，江戸時代に起源を有し，都

市下層民の集住する長匡・木賃宿の密集地区

であった長町は. 1880年代以降，府や警察に

よって，改良あるいは移転などの対策をとる
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べき地区として認識されるようになる。例え

ば， 1882 (明治15)年に政府から派遣された

巡察使棋村正直(元老院議官)は，長町を視

察してつぎのように述べている。

日本橋以南長町モ亦窮民ノ集ル処ニシテ高

津新地ヨリ一層甚シク且ツ多シ道路ニ棄タ

ル廃物ヲ拾ヒ帰ルアリ魚鳥ノ臓肺ヲ持帰リ

食フアリ此処ニテハ業ヲ為スモノヲ見ス食

スルニ非サレハ必ス昼寝ス是レ則チ

窃盗掬摸賊徒ノ巣窟タリ其居ル処壱坪ニ

竃鍋蒲団各壱ヲ添へテ一日ノ借料二銭六厘

ト云宜哉夜行ノ徒昼間身ヲ隠ス処タルコ

ト28)

そして，隣接する地区(高津新地)とあわせ

て， r勧業課ノ処分宜シキヲ得パ，或ハ良民ト

ナルベキモアラン」とし， r貧民ノ集処スル」

同地区の改良の必要性を説いた。横村議官に

つづき， 1884 (明治17)年に長町を巡視した

東京憲兵隊本部長三間正弘中佐は，r堺大坂間

の要路に当る国道の近傍に斯る貧民を住居せ

しむるハ其の外見のみならず衛生上警察上に

も頗る弊害を与ふる基なる可ければこの貧民

は当路の地方官に告げて更らに他の

偏僻の末町に移住せしむるj29)と発言している

が，長町が衛生・治安の観点、でより一般的に

問題化されるのは，三問中佐が来阪した翌年

のことである。

III. コレラの流行と「貧民J移転計画

(1) コレラの流行と衛生行政の対応

1885~1886年にかけて，大阪の市街地では

コレラが大流行し， r娼獄ヲ極メ」た30)。大阪

府は，r悪疫の伝染を予防するの道ノ、種々ある

べけれど…尤も其効あるj31)とされた「交通遮

断Jをもって防疫対策にあたる問。1885年10月

16日，市街地で最初の交通遮断が日本橋筋

4~5丁目の裏長屋に対して実行された。「南区

日本橋筋四丁目二十五番地の裏長屋塩川利兵

衛といえるものが虎列技にかかりしより南検

疫支部にては塩川方の対屋三軒と両隣とを取

こみで竹の垣を結廻し以てその処との交通を

遮断せられこの竹の垣の中に居る人民二十八

九人へハ戸長役場より粥を与え居り」。そして

「右の竹垣の外にて虎列註を発せし者一人あ

りたるより此度は右裏長屋二十五軒の人民悉

く交通を遮断」した問。

コレラ患者宅の両隣とその向かい3軒を「交

通遮断」するのが一般的であったが，この場

合は遮断した家屋の外側で発病者が出たため

に，裏長屋すべてを遮断するにいたっている。

「交通遮断」の目的はいうまでもなく，保菌

の可能性のある居住者をその住居内に監禁す

ることによって他所との交通，周辺住民との

接触を断ち，市内に蔓延することを防ぐこと

にあったわけであるから，ときには脱走を見

張るための巡査を立てることもあった34)。

この流行では当初から，r南区中虎列技の最

も多きところは日本橋筋三四五丁目の三ヶ町

にてその病勢もはなはだ激烈なり」とされ，

「途に発病して倒れ居りし者も少なからず又

裏長家に発病者ありてその対屋三軒両隣の竹

垣を結びて交通を遮断せられし箇所あちこち

にありj35)という状況を呈していたために，日

本橋筋3~5丁目は，初発から一週間もたたな

いうちに「虎列挫の巣窟」と位置づけられる

ようになる。日本橋筋にコレラが流行するの

は，r此辺の家は二畳乃至三畳位ゐの嬢屋のみ

にて然も其一間の内に夫婦二人暮すは稀にて

大体二夫婦の上に老たる父母あり幼き子あり

其雑居甚だしきより自然病を発する者多く且

伝染するも亦速かなる」ためとされ削， r嬢屋」

であるという居住環境とそこに「雑居Jする

という居住形態に原因が求められている。さ

らに，r日々市中を俳佃する乞食らは大抵この

処[日本橋筋]より出ることゆえ右乞食伺が

同病蔓延の媒とならんj37)とし，市中蔓延の原

因さえも日本橋筋とその住民に帰されていた。

つまり，当該期のコレラ流行が「日本橋筋の

住民=乞食=コレラの媒介j という図式を成

立させたのである。警察による防疫対策とし
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ての「乞食狩り」はこの単純図式を強化し，

そして究極的に(あくまでその図式上での)

根源を絶つことが構想され，日本橋筋1"-'5丁

目全体を交通遮断することも議論されるにい

たった38)。

このように， 1885"-'1886年期の流行では，

安保が神戸市のコレラ対策に見いだした「監

視/包囲j体制が3刊日本橋筋においても「交

通遮断」という方法で具体化されたと言える

が，本稿では，その過程で「日本橋筋」がど

のように表象されていたのかについても注目

したい。例えば， r流行病の巣窟」と題された

記事は， r南区日本橋通四丁目五丁目の両町

(旧名護町)には年中伝染病の跡を絶たず…

元来此地たる貧民の巣窟にして衣食住とも衛

生に適さざるは無論なれば其病原も種々なる

べし」とし州， r年中伝染病の跡を絶た」ない

地区であることを， r衣食住とも衛生に適さJ

ないという生活様式の点から説明することで，

「日本橋筋」という町名の一地区を言説の領

域で異化し差別視する「流行病の巣窟J=r貧
民の巣窟」という表象を生みだし，また Ander-

sonにならって言えば，かつての町名である「名

護町Jをそのコンテクストからずらしてこの

事態に接合したことにより， r名護町J(シニ

アイアン)と「貧民の巣窟J(シニフィエ)と

が結びついた心象地理を構築するにいたった

のである 41)。

当時，大阪府の衛生行政に多大な影響力を

もっていた大日本私立衛生会大阪支会は， 1885

年度のコレラ流行が「日本橋筋の一局所Jに

集中していたことをきわめて重く視ており42h

問支会が素案をつくった流行病の予防と防疫

を目的とする「清潔法J(1886年6月告示)叫

は，当然のごとく「日本橋筋(旧長町)の…

裏長屋」を対象として実施された州。その模様

は，まず南区長が「清潔事務施行を要する民

家等を巡視」した上で45}，およそ150人の人足

が長町のコレラ患者を出した家屋の床下の土

を6寸，その棟つづきの家屋の床下の土を3寸

掘り取って空き地へ捨て，その跡へは川を波

諜した土砂を埋め，さらに患者宅の畳をすべ

て焼き払うというものであった州。

以上のように，コレラの流行を契機として，

日本橋筋は「流行病の巣窟」として表象され，

「交通遮断」による監視・包囲の体制から，

「清潔法」による衛生行政の介入を招き， r長
町」・「名護町Jというかつての町名が「貧民

の巣窟Jという言説に接合されつつ，今度は

それが解体されるべき場所として構築される

段階へと進むことになる。

(2) 1886年長町の「貧民j移転計画

府の先頭に立って防疫対策に当たっていた

府知事建野郷三と府警部長大浦兼武(検疫本

部長)は， 1886年8月から10月にかけて，長町

をはじめ市街地周辺各所に散在する「貧民J

(r貧戸J)の大々的な移転計画を打ち出す。

大浦が作成した原案で1867戸(うち長町分は

972戸)，原案をペースにして9月に提示された

案で2700戸(同2291戸)の「貧戸」を市外に

移転させーヶ所に囲い込もうというのである

(表2)4九「日本橋筋三丁目ヲ始数町村人民移

転之件Jと題された大浦の原案は，つぎのよ

うな内容であった。

表 2 r貧戸jの移転数

18月案 9月案 10月案
戸数 j戸数人数 :p埜ム埜

日本橋筋3丁目 89: 626 1878. 500 一
日本橋筋4丁目 I389: 856 2568: 746 一
日本橋筋5丁目 494: 809 2427: 678 

計 1 972: 2291 6873 : 1924 一

大阪全体 1 1867 : 2700 8100 : 2225 7211 

本文注47)より作成。

府下南区日本橋筋三丁目以南ノ数町ハ俗ニ

之ヲ長町ト称シ，古クヨリ媛屋櫛比軒ヲ重

ネ喜モ空地ヲ余サズ。市テ其住民率ネ無籍

無産ニシテ，適々業ヲ営ムモノアルモ，グ

レ宿ト唱木賃宿ノ外ナク，其為ス処出テハ

市街ニ食ヲ乞ヒ入テハ賭博ヲ事トナシ，…

妻子ハ常ニ海藻ノ如キ撞棲ヲ纏フテ市ニ紙

片ヲ拾ヒ，飢レパ門ニ食ヲ乞フ，実ニ一種
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無比ナル難民ニシテ凡犯罪者ノ此門ニ出デ

ザルモノ稀ナリ。…長屋建築改良ノ、最該町

村ニトリ急務ニシテ…市街裏長屋ノ如キハ

其ー町中甚ダ多カラザルニヨリ，之ヲ改築

スノレ亦大ニ難事ニアラズト雄ドモ，彼ノ数

町村ノ知キハ其数僅々ナラザレノT，数百年

来貧民ノ巣窟ヲシテ一朝遠ニ之ヲ撤却スル

トキハ忽チ部民ノ住所ヲ失フベク故ニ先ヅ

市外ノ田圃ヲ購ヒ，吏ニ家屋ヲ建築シ之ニ

移転セシメ…48)

大浦の計画は， 1媛屋Jや木賃宿が軒をつら

ねる「日本橋筋三丁目ヲ始数町村jの住人を，

「市外ノ田圃Jに家屋を建築して移転させた

上で， 1貧民ノ巣窟」たる「長町Jに「長屋建

築規則j(後述)を適用して家屋を撤去しよう

というのである。11日名護町に在る不潔なる裏

長屋の移転を決行する」というこの事業計画

を， 1当府民にしては美挙とも称すべき事柄J49)

と位置づけた『大阪朝日新聞』の論説「旧名

護町人家の移転」則論からは，事業の理念をよ

り明確に見てとることができる。

論説 I1日名護町人家の移転Jは，まず「旧

名護町」を「不潔汚醜の場所にして貧民の巣

窟悪漢の淵叢」と位置づけた上で，つぎのよ

うな主張を展開した。すなわち，①大阪が「不
わいおくろう

潔汚醜Jと言われるのは， 1旧名護町に媛屋阻

謡[小さく見窄らしい居住地区の謂い]jがあ
どろ}まうすり

るからである。②大阪に「倫盗掬摸」が多い

と言われるのは， 1旧名護町より罪人を出す」

からである。③大阪に「悪風俗」があると言
ならずもの

われるのは， I1日名護町に破落戸博徒Jが居住

しているからである。そして，④大阪に「悪

疫」が流行するのは， 1旧名護町より数多の伝

染病者を出す」からである。そして論説は，

この4つの問題点が， 1名護町」の居住様式に

起因するとみなす。

多くは一戸の内を数画に区別し一室の内数

人相住み南土の者も北越の者と膝を接し東

奥の者は西薩の者と枕を併べ其状恰も街道

筋の木賃宿若くは安泊と称する物と一般に
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して而て尋常の木賃宿安泊の如きは僅に一

夜の宿客を泊せしむるに過ぎれども旧名護

町人は長きは数年短きも数月間此の如して

生計を為すものなり故に一戸の内は小長屋

の如くにしてここに住するもの十余名乃至

二十四五名に達するものありと云へり

さらに， 1名護町Jの「家屋は極て随嬢にし

て不潔甚しく…通常一般の貧家或は裏長屋と

同視すべからざるものJであり，その「人民

の種類を問へば概ね紙屑拾，煙筒仕替，金屑

淡，門附，乞食等の事を以て日に二三銭乃至

五六銭の銭を得て以て僅に生計を為すものに

て世に最賎業と称する所の紙屑買の如きは名

護町社会に在て最上の地位を占るJ。また「木

賃宿安泊」には「諸方より悪漢のここに蟻集

して潜伏するjゆえ， 1旧名護町を概言すれば

社会の極貧者犯罪人の巣窟と称するJのであ

る。「故に大坂の犯罪人を云ば先づ名護町の住

民を指し大坂の流行病を云ば先づ名護町の住

民を指し大坂の貧民を云ば先づ名護町の住民

を指し有も大坂に在て有害のものは悉く名護

町より発生せざるはなきが知く実に名護町は

大坂の疾病と謂ふべきなりj。それゆえ， 1名

護町人家移転」計画によって「大坂全体に生

ずる利益は少なからずj，①「公安を維持する

事J，②「衛生に利益ある事J，③「風俗を矯

正する事j，④「区内の体面を善する事j，の

4点が可能になると結論づける。

ここに記された罵晋雑言には目をみはらさ

れるが，むしろ注目すべきは「伝染病のイメー

ジが，犯罪・貧困・健康をめぐる言説の範囲

にまで一般化しj5九地区改良に関わる議論の

導入を可能にするコンテクストを構成してい

たことである。つまり，コレラ流行を契機と

して生み出された長町の表象のうちに，衛生・

警察行政が介入する確固たる基盤が形成され

ていたのである。

結局のところ，移転案を審議するために設

置された大阪府区部会議員から構成される「四

区一郡聯合会」の議事では， 1共同住宅J建設



京極の如くし字千日前を始め市街に散在せる

所の諸興行物をして悉皆此に移転Jすること

を要望する願書を1887年3月に大阪府へ提出し

たのである悶(経過は表3参照)。

要望書の提出以降，発起人たちは裏長匡の

家賃を引き上げて住人の移転を促すとともに，

転出後は貸家をしないという立ち退きに近い

ような態度をとった。この事は風説ともなり，

裏長屋住民へも影響を及ぽしはじめる。住民

は発起人が経営する米穀庖では米を一切買わ

なかったり，毎日集会を開いては「我々は貧

民に違ひはなけれど親代々ここに住居する事

なれば去るに忍びず又他に行くべき所もなげ

ればいっそ移転発起者の家に押寄せJ54)談判し

ようとするなど，不穏な動きをみせていた。

府は免許地指定願いに対しては沈黙をたもち，

長町周辺地区の「不潔家屋Jに対しては「長

屋建築規則」に基づく立退・改造命令を出し

たものの，長町自体に対しては「地主家主等

より同所を以て劇場及び花街等を免許するの

地とせられたき旨出願したるの故にやJ何の

命令も下さなかったのである問。

こうした状況のなかで7月24日にいたり，長

予定地の地元利益を代表する議員や予算に不

満をもっ議員の反発を買い，本案はあっさり

と廃止に追い込まれ，その後一度は「四区二

郡聯合会」で議論されるものの，可決される

ことはなかった。しかし翌年には，隣接する

盛り場・千日前の移転問題を引き起こしつつ，

クリアランス計画として再度議論されること

となる。

IV. 1887年長町の取り払い・再開発計画

1886年に相次いで公布された「長屋建築規

則」・「宿匡取締規則J(後述)や， I貧民」移

転計画など，地区の居住環境を問題化する一

連の出来事に，長町の地主・家主は.1到底我々

は此地に永住する事」はできないと考えはじ

める問。そこで持ち上がったのが，長町の「不

潔家屋」を取り払い，その跡地に繁栄策とし

て市街地に散在する興行物あるいは盛り場・

千日前を移転し，さらに劇場・花街の免許地

指定を受けようとする，大規模な再開発計画

であった。地主・家主自らが長町を「貧民無

頼者の巣窟Jと呼び， I朱線内[日本橋筋3~5

丁目]を以て一大興行場となし近くは西京新

長町の取り払い・千日前興行禁止計画の経過表3

長町千日前月年

請願書提出 (6日)
追申書提出
取り払い期限の決定 (25日)

南区役所へ1年半の延期を請願

1888年12月限りとする禁止令 (25日)
7年の猶予を請願

内務省へ延期を陳情(7日)

内務省へ延期を陳情(13日)

内務省、請願を却下(下旬)

10年の延期を西成郡役所へ請願、却下
2年半の延期を南区役所・西成郡役所へ請願 (24日)
1890年12月まで禁止延期(18日)
府知事へ禁止延期を請願 (11日)

1900年12月まで禁止延期(15日)
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1887 

1888 

1890 

8 

1893 7 I禁止令を取り消し

1900 8 I 取り払い延期(1日)

『大阪朝日新聞J(1887年7月27日， 8月2日， 1888年1月24日， 1月27日， 2月16日， 3月26日， 4月21日， 1890 
年7月12日， 7月16日， 8月2日， 1894年2月158)，r大阪日報j(1888年1月6日， 1月21日， 3月16日)， r大阪
毎日新聞j(1900年8月1日)より作成。

29 

南区役所へ10年の延期を請願

1900年12月まで取り払い延期(1日)



町に対して興行場，遊覧場，人寄席，遊戯場，

劇場 (2ヶ所)などの「劇場諸興行物の許可」

がおり，あわせて家屋の取り払い期限も定め

られた56)。そして翌25日に千日前の香具師に対

しては， 1888 (明治21)年12月末を期限とす

る興行の禁止が通告される5η。2つの通告をあ

わせて考えると，許可された月から6ヶ月ごと

に日本橋筋3"-'5丁目の不潔家屋を順番に取り

払うというスラムクリアランスと，その跡地

に盛り場・千日前を移転して再開発するとい

う計画に，発起人たちの要望が具体化された

ことがわかる。しかしながら，彼らの主眼は

あくまで「市街各所に散在する諸興行物及び

二三の劇場と新町堀江の遊廓をも併せて蕊に

移す事」にあり，府の許可には「大いに失望

し…最初に計画したる目的を失ひたる有様j

であったという 58)。

さらに裏長屋の住民や木賃宿に逗留する者

たちが， 1この上は手をもって引摺り出さるる

とも立退くまじまた…無理に放出さばこの地

に興行物のできて繁華の地となりし後再び舞

戻来て路傍または軒下を住居としこの地はい

つまでも離れまじ」と反発したゆえに，発起

人の間でも意見が分裂し， 3， 4名を除いた発

起人たちの一部は認可の取り下げを願い出て，

「長屋建築規則」に基づき改築しようとする

動きも出てきた問。その後，日本橋筋3丁目の

「不潔家屋」取り払いの日限が迫ると，家主

は自らが居住する表通りの家屋の対処に苦慮

して府とも対立するようになる。その理由は，

「傾斜或は不潔」の家屋もあるが，まだ充分

に使用できるものもあり，いっしょくたに取

り払われては困るというのである刷。発起人

は，表通りの家屋はまず従前のままにし，移

転してくる興行人の意向に任せたい考えでい

た。ところが，府はそれを認めず，表裏を問

わずに「不潔家屋Jの取り払いを命じたので

ある。

遊廓設置不許可に端を発する分裂，裏長屋

住人の反発，そして府との意向の相違を背景

に，発起人たちは千日前の興行主たちの反対

運動をみながら，徐々に決定の取り消しある

いは延期の請願へと傾いていった61)。そして，

1888 (明治21)年4月に千日前興行場等の禁止

命令の2年間延期が認められたことで，長町の

全面取り払い計画はあやふやなうちに潰える

こととなった。しかしながら次章で述べるよ

うに，この結末は長町に対する「長屋建築規

則」施行への始まりともなったのである。

V. r長屋建築規則」による長町の取り払い

(1) 建築規則の制定

長町に対する一連の移転・取り払い計画に

前後する1886年，長町の建築形態・居住環境

を規制することが可能な二つの規則が制定さ

れている。そのひとつが「長屋建築規則J(甲

第5号布達)であり，もうひとつが「宿屋取締

規則J(甲第67号布達)である。

「長屋建築規則」は日本における最初の本

格的な建築規則と位置づけられており，表4に

示される内容を備えていた6九本規則の主旨

は，借家の大部分を占める長屋建築の「改良J

にあり，この点が問題化したのはまさに前述

した1885"-'1886年期のコレラ大流行に際して

である。

「長屋の建築といへば皆概して組造不潔を

極め衛生上に大害を輿ふるJとの認識を強め

た大日本私立衛生会大阪支会の会員が，大阪

府へ「建築改良法」を建議し附，それを受けて

の「今度大阪府に於て新たに借家建築に関す

る規則を制定し，自今借家を建築せんとする

者ハ予じめ其構造方法を所轄警察署へ届出で

て検査を受けし上工事に着手することにせら

るる由其に付来る十日同府庁に於て建野府知

事が議長となり常置委員，四区長，府立病院

長，警部等を議員として衛生会を開設し右規

則草案の可否を審議決定せらるる筈」刊という

新聞報道からは，大阪支会の会頭である建野

を中心にして，建築規則が制定されたことが

うかがわれる。
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表 4 r長屋建築規則」の主な内容

規則種類 内容 条項

I適用対象 大数2戸戸阪以に・奈上改築良で)の1棟市増街を設構地成(と旧すそ建のる物建「に物接接続続(長のし屋町て村)I」の戸新に以施設上行，を改。増造築)(旧を建対物象をと区す画るし。
①，⑪ 

2手続の規定 所③轄，⑮警察署の着工許可・使用認可権。願書正副 2通)の提出義務。②，

所長造轄警察住「署の新設・改造・増危者設の認許長可権，落成時の検査・許命可権令 既存 ⑪第第，41⑮項項 付付則則3命令の規定 屋で衛禁生上有令権害若クハ 険ト ムルモノ認」に対権する立退 権，改
-居 止命 ，立返への屋貸与の可

4罰則の規定 各規定の違反者者， および事第実6を条隠の蔽刑しに所処轄さ警れ察る署oの認可なしに長屋を借
りうげた立退 は，刑法 42

⑮項 ⑮付則但第書 3 

5敷地内条件 長屋は他の建物と 3尺以上の距広離をとる。建物敷地は裏前面の溝石上端か g，⑤，⑦， 

の規定
ら高さ 1す 5分以上。通路の さ(幅)は 6尺以上。 長屋は表屋を通
過せず表の道路へ出られるように 2ケ所以上の路地口を設置。

6建態物の構規造定形 下の仕切壁は，そ の 1以上の空 l戸の 41棟の戸数は 5戸の以面内積。建物床板， 敷地から気高は窓建さを坪1設面尺置積5。寸5窓分以は上の， 。建物床

面のうち少なくとも 2面に開5分設のし，その広さ 1以上。

g，@，⑫， 

7衛生施設の 厨は 2戸に 1ケ所新製以設を上使にを設置。軒下への厨・便丈器2の設置禁止。厨・芥使溜 ⑨⑭項 ⑩付，則⑪第，2 
規定 あるいは井戸陶の 際用しては~J それぞれ1 尺以上離す。闘に 用

する糞坪は器 。下水、溝の設置。

本文注62)②より作成。

5月14日に公布された「長屋建築規則」は，

6月19日に付則， 10月16日に改正，と後日に修

正が加えられている。とくに注目されるのは，

この修正を中心に，所轄警察署の権限が強化

されたことである。つまり， r長屋居住者居住

ノ現状極テ不潔ニシテ公衆ノ衛生ニ害アリト

認ムルトキハ立退ア命ズルJ(追加第17条)と

いう立退命令権，r前条ニ依リ立退ヲ命ゼラレ

タノレ者ニハ所轄警察署ノ認可ヲ受クルニアラ

ザレパ長屋ヲ貸与スベカラズJ(追加第18条)

という立退者への長屋貸与の認可権がその軸

であり，追加第17条・追加第四条の現住長屋

への適用も付則に含まれた。5月に制定された

「長屋建築規則」に対し， 10月という時期に

改正・追加がおこなわれたのには理由がある。

それは，第III章でとりあげた1886年の「貧民J

移転計画を法的に裏付け，事業を円滑に促進

することであった。つまり，既存の長屋に住

む「貧民」を移転させた上で，残された長屋

を「長屋建築規則Jに基づき改造するが，立

ち退いた住民は所轄警察署の許可なく別の長

屋に転居することができないわけであるから，

必然的に「共同住宅jに入居せざるを得ず，

また長屋が新築改造を終えた後に，いったん

立ち退かせた「貧民Jを再度居住することを

もとがめる内容だったわげである。おりしも

この時期には，建野が「四区一郡聯合会」に

よる移転計画の否決を受けて，r四区二郡聯合

会Jを組織し再度移転計画を審議させていた。

建野の意図は「連合会を聞かるると同時に…

長匡建築規則を改正追加して以て理事者が該

移転の事務を断行するに於て大なる便利都合

を得しむる様に」することにあり， r長屋建築

規則Jのこの時期の改正から「貧民移転の事

に関する府知事の決心の程を窺い知るJこと

ができるのである 65)。

しかしながら「四区二郡聯合会」は建野の

計画した「貧民」移転をあっさり否決し，ま

た翌年に起こった千日前移転問題とのからみ

から，建野の在任中に長町に対して「長匡建

築規則jが施行されることはなかった。皮肉

にも，後任の西村知事のもとで，本格的な「長

屋建築規則」の施行による長町のクリアラン

スが遂行されることとなる。

以上のような事情もあり，長町に対して適

用された最初の建築規制は， 1887年12月に公

布され1888年1月から施行された「宿屋取締規

則Jであった。同規則の要点は， r大阪四区内j

- 31ー



にある「木賃宿j，I客間jが10坪以下の「下

宿屋j，同じく 25坪以下の「旅人宿」の営業禁

止にあり，とくに「木賃宿Jについては営業

区域を指定することで市街地からの立ち退き

を明文化している66)。南区全体で60戸前後ある

木賃宿のうちのおよそ50戸が日本橋筋と高津

町付近に立地しており 67h同規則の施行は，長

町の居住環境を有効に規制する手だてになっ

たと考えられる。

施行後の長町では，木賃宿に逗留していた

数人が一緒になって，家賃が裏長屋数戸分と

大差のない表通りの旅人宿一戸を借りてとど

まる場合や， I客室狭障」のために基準を満た

せず廃業した宿屋が戸外に「寄留座敷，二階

貸し」といった張り紙をして「内実宿屋類似

の業を営むJ場合もあったようであるが，実

際には「長町木賃宿に住居したる者は同地を

追払はれ其後所々に散乱」したことを考える

と附，ある程度の効力があったと言えよう。こ

うした動向を前章の議論に関連づけて考える

と，千日前移転問題の顛末がはっきりしない

状況にあって，府は「長屋建築規則」ではな

く予備的に「宿屋取締規則」をもって「不潔

家屋」が密集している長町に対処していたと

考えることができる。

(2) 長町の取り払いと「貧民Jのゆくえ

ところで，2年間の延長が認められていた千

日前が， 1890年7月にさらに10ヶ年の猶予を得

たことで，発起人は正式に「取払延期」を府

に請願した69)。府が「書面願の趣聞届候事但

し期限内と雄も長匡建築規則其他一般

の取締規則及び時々の令達は総て道奉する義

と心得べしj川として請願を受理したことで，

3年におよぶ「日本橋筋取払問題jは収拾がつ

いたかにみえたが，長町の「いずれの長屋に

でもかつて立退の命令ありし以来今に取崩す

家なりとて誰も修繕を加へたることなければ

いやが上に朽敗してさでもこのまま十ヶ年間

持続すべしとは思われj71)ない状況であり，こ

の請願受理はそうした長町家屋に対する「長

匡建築規則」実施への布石ともなったのであ

る。翌1891年3月，はじめて長町に「長屋建築

規則」が適用されるかたちでひっそりと，し

かし大規模に不潔家屋の改造が始まった。そ

の様子は「日本橋すじ長屋の取払，貧民の行

方」と題してつぎのように報じられている。

細民の巣窟と音に聞えし南区日本橋筋三丁

目以南五丁目まで打つづきたる不潔長家は

其筋より本月一日を始めとして来る五月迄

に取按ちて改築することを達せられたるが

此戸数は二千四百十戸人員九千百二十六人

ある由の所目下追々取崩しに掛りたれば之

に住へる貧民等は立端に迷ふて拒然たるも

の多しと尤も其中には新築長家も出来上る

べきも長家規則によりて建築するものなれ

ば戸数も在来家屋の四分のー若くは五分の

ーに減ずべく且つ家賃も幾許か引上るべけ

れば夫の貧民の落附く先きは何処なるべき

多分難波，曽根崎，福島，北野，左なくば

玉造の場末などなるべしといふ72)

表 5 事業の進捗状況

箇所戸数

完成 42 380 
工事中 99 2522 
未着手 50 887 
計 191 3789 

f大阪毎日新聞j(1901年4月24日)より作成。

この記事からは， I長屋建築規則」に基づき3

月1日から4月末日までを期間として，長町の

「不潔長家[屋]jに住む「貧民j9126人を立

ち退かせ， 2410戸を「取殻ちて改築する」と

いう大規模な事業計画の存在を知ることがで

きる。そしてこの事業の期限間近の進捗状況

は表5に示される。移転戸数の総計 (4930戸)

は， 3月当初の計画のほぼ倍になっている。こ

の時点で完成した新築あるいは改良した長屋

はわずか380戸である。つまり，移転戸数4930

戸から工事中と未着手の合計3409戸を差し引

いた1521戸分の「不潔長家」を「改築」して

完成したのがこの380戸の長屋であり，これは
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表 6 長町「貧民」の移転先

移転先 |戸数

難波村 I 1905 
天王寺村・北平野村 I1226 
木津村・今宮村 I 874 
高津新地・御蔵跡 I 805 
本籍地 I 120 

計 I4930 
『大阪毎日新聞j(1901年4月24日)より作成。

まったく当初の計画通りに「在来家屋の四分

の一Jに減じられたことになる。

この結果.1従来市内にて不潔家屋の最も多

かりしは…旧名護町なりしも同所は近頃過半

改築して清潔に」なったとの理由で叫，長町に

対する清潔法はこの年実施されていなし3。つ

まり， 1891年の春先に実行された「不潔長屋」

の取り払いは，清潔法実施を省けるまでに長

町を「清潔」な地区に変容させたのである。

また，立ち退かされた「貧民Jの移転先も

やはり予想通りに長町周辺の「場末Jの村と

なっているが(表6，図3)，彼らが移転先で直

面した事態がどれだけ深刻なものであったか

一"""~

は以下の二つの記事から垣間見ることができ

る。

南区日本橋筋三四五丁目は現今長家の建

築改造中なるが同所に住みいたる貧民等は

他に行き所のなきより皆な木津村又は難波

村の方へ同居なし一戸六畳一間位の家に夫

婦三組も居住なし居る趣きにて中には無届

の者も多くある由なれば此際難波警察分署

にて戸口調査を厳重になし猶ほ両村の長屋

建築改築も同時に実行される筈なりと 74)

府下の鱗寒窟として世にその名を知られ

たる別天地，南区日本橋筋三丁目以南の不

潔家屋は悉皆改築を命ぜられしにつきここ

に住み居たる幾多の貧民はその当時難波，

木津，今宮，天王寺等の近村それぞれ退去

せしが目下虎列註病流行の兆ある折からと

て天王寺警察署の巡査が部内の家毎に不潔

場所掃除の注意を促し廻るうち北平野町，

清堀村等の間狭き小屋に四五十名[40----50 

名]の老若男女が大抵は裸体のままにてご

図3 日本橋周辺地域と「貧民」の移転先

f日本近代都市変遷地図集成一一大阪・京都・神戸・奈良一一j(柏書房， 1987)所収の

「大阪実測図J(1887年)を基に作成。
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ろごろ寝転ぶもあれば作むもあり亜弗利加

蛮地の住居と雄もかくまで醜体を極むざる

べしと思うばかりの有様なればなにゆえに

かくは多人数集り居るやと問えばいずれも

前日日本橋筋より追い出されて他に寄る辺

なき者共と知れしが何分右のごとき次第に

ては衛生上にも甚だ気遣わしければとて昨

日右等の家主を警察署に呼出して早々退去

せしむべき旨を命じたりという 75)

「幾多の貧民」の移転先は「新名護町Jと

呼ばれるなど差別的な扱いを受け，さらに所

轄警察署に与えられた立ち退き者への長屋貸

与の認可権によって，ゆくさきざきで「退去」

を命令されたのである。

「貧民」が立ち退き， I不潔家屋」が改築さ

れた後の「名護町貧民の現況J(8月)はいか

なるものであったのか。

府下の飢寒窟なる南区日本橋筋三丁目よ

り五丁目まで即ち旧名護町の不潔家屋は予

て記せしごとく当春来改築に着手し従来同

所に住居せし貧民は多く近傍の西成郡今宮，

木津，難波，東成郡天王寺，北平野，西高

津等の各町村へ退出せしが右貧民中近頃に

至りて追々落成する改築家屋へ引移る者あ

るにより所轄南区役所にては改築後の情況

を取調のため此の頃吏員を出張せしめくわ

しく住民の模様を視察せしめたるにこれま

でここに群居したる貧民共は大体無資無産

にしてラオの仕替え7ベ傘張り，マッチの箱

張り，紙屑拾いおよび乞食の類のみにて商

業をなすがごとき者は一向少なかりしも今

度不潔家屋を改造して間取りも広くなり清

潔にもなりて通常の借家と少しも変る所あ

らざるよりか住む者の気持ちも自然幾分か

高尚になりかっその筋の注意と家主の説諭

行届きたるとに依りてや従前のごとき紙屑

拾いや乞食をなす者は一人もなく十銭乃至

二十銭の資本ながらも日々青物，飲食物等

の行商を営む者目下六七十名もあるに至り

大いに同所の面白を一新したりという…もっ

ともこの新長屋に復帰せし者は従前の貧民

中にでも上等の部分には相違なきも今後追々

に移住する者も乞食体の見苦しき貧民は絶

えてなかるべきは勿論この上かの東西に新

道を開通するの計画も成立ち愈交通の便利

自由になるに至らば漸次繁栄の場所となり

古来有名なりし貧民の巣窟と呼ばれたる名

護町も数年を出でずして旧観を一掃するに

至るべしといえり 77)

つまり，長屋の改築によって追い出されて

周辺地区へと分散していた従来の長町住人で

ある「貧民」のうち，改築後の「新長屋」に

再び居住できたのは「従前の貧民中にでも上

等の部分に」属するいくらかの資産をもちあ

わせ小商いをできるわずかな者たちだけであっ

た。そして「貧民の巣窟」と呼ばれた「名護

町」の「旧観を一掃」できると予想されたよ

うに，数年後には「大阪の長町といへば江戸

の下谷山崎町の如く貧民の巣窟のやうにいへ

れど近頃は追々進歩して新築の家屋建て列ね

大道砥の知く都会の一市街として恥づる所な

きほど」となったのである78)01897年に大阪を

訪れ「第一の貧民部落なりと称せられたる名

護町の知き旧時の面白を減じたる J79)と述べた

『日本の下層社会』の著者として知られる横

山源之助が，その理由を「不潔家屋に退去を

強制」したことに求めたことも，本節で論じ

てきた長町の取り払いをめぐる動向の傍証と

なろう。

かくのごとく，I家屋を改良せば必ず貧民は

住む能はずして自然，此地の改良を得られる

べき」附と目論まれた長町への「長屋建築規則」

の適用は，数多くの「貧民Jを立ち退かせた

上で「不潔家匡」を改造し，改築・新築した

家屋には「貧民Jを戻らせないという，きわ

めて効果的な「長屋建築規則」施行に基づく

一大地区改良事業であった。以上の議論から

明らかなように， 1891年春のこの出来事は，

日本橋筋3.........5丁目に対する大阪最初のスラム

クリアランスと結論づけることができる。
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VI，むすび

本稿では，明治中期の大阪で構想された地

区改良事業の内容とその帰結を3つの局面に分

けて記述してきた。ここでは，長町の取り払

いをめぐる動向をまとめた表7を参照しなが

ら，本稿で得られた知見をもとに，それぞれ

の局面で構想された計画をひとつの系譜とし

て整理しなおすことで結論としたい。

まず最初の局面 (1885~1886年)では，コ

レラの流行を契機として日本橋筋3~5丁目の

居住環境が問題化(スラムとして表象)され

た。この過程で，借家として都市の周縁部に

数多く立地していた長屋の建築を規制する「長

屋建築規則J.そして木賃宿の建築と立地を規

制する「宿屋取締規則」という2つの規則が制

定されると同時に.r長町」の「貧民」を移転

させて市外の「共同家屋Jに固い込む事業が

計画された。第2の局面(1887年~)では，長

町を取り払いその跡地の再開発のために盛り

場・千日前を移転するという計画がたてられ

た。さきの「貧民」移転計画は府知事建野と

府警部長大浦が構想したものであるのに対し

て，この計画では長町の家主らが発起人となっ

ておりあたかも自主的な再開発計画のように

もおもわれるが，前年の「移転」を「取り払

い」へと練り直した一貫した(つまり建野の)

クリアランス計画であり，千日前の興行移転

は当時議論が胎動しつつあった「市区改正」

と関係した構想でもあった81)01891年のスラム

クリアランスが第3の局面にあたる。この事業

は体系的な計画をもたない「長屋建築規則J

の徹底した実施の帰結であること，あるいは

長町のクリアランスに熱心であった建野の左

選後であることから個別の事業とも考えられ

なくはないが，結果として建野が長町の移転

を円滑に進めるために改正した「長匡建築規

則・付則」の効力によって長町がクリアラン

スされたこと，そして10ヶ年の「取払延期」

を認める代わりに同規則を施行した事実を顧

みれば.1891年のこの出来事は1886年来の一

連のクリアランス構想、の帰結であったと結論

づけることができる。

ところで. 1891年のスラムクリアランス遂

行によって，横山らの発言に見られたごとし

「今や長町は昔日の名護町とは全然其の面目

を改jめるに至ったが，明治30年代にはいる

と，再び周辺部の「媛屋」が問題視されるよ

うになり. 1903 (明治36)年に大阪で開催さ

れた第5回内国博覧会をきっかけとして，長町

周辺地区は再度，スラムクリアランスされる

こととなる。結局，この地区は，昭和戦前期

にいたるまで，つねに差別的なまなざしが向

けられつづけ，同時に，改良されるべき対象

でありつづけた。このような都市空間の近代

化過程のさまざまな場面で構想されたスラム

表 7 長町の取り払いをめぐる動向

年月| 摘 要

1882 巡察使棋村正直が長町・高津新地を視察，地区改良を提言

1884 東京憲兵隊本部長三間正弘が長町を視察，貧民の移住を提言

1885 10 I日本橋筋にコレラ流行，交通遮断の実施

1886 5 I r長屋建築規則」の公布

6 I長町に「清潔法J実施
8 I長町の「貧民」移転計画

9 I四区一郡聯合会が移転計画を否決
10 I四区二郡聯合会が移転計画を否決

12 I r宿屋取締規則」の公布
1887 7 I長町の取り払い期限決定
1890 7 I長町の取り払い期限延期

1891 3 I r長屋建築規則jの適用による長町のスラムクリアランス

1900 8 I長町の取り払い期限延期
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クリアランスのあり方を，時の官僚や都市思

想をふまえて，相互に関連づけて論じること

が必要であり，本稿はその出発点である。

(大阪市立大学・院)

本稿を作成するにあたり，大阪市立大学の山野

正彦先生，水内俊雄先生には多くの助言をいただ

き，長谷川達也氏ほか院生諸氏には図表の作製を

手伝っていただいた。感謝の意を表します。な

お，本稿で使用した資料において差別的表現とみ

られる用語もあるが，歴史的資料としての価値を

考え，原文のまま引用した。
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The Slum.Clearance in Osaka during the mid.Meiji Era 

Masahiro KA TO 

This paper examines how the perceived relationship between urban residential environ. 

ment and sanitary conditions came to be the focus of debate in a modern city during the 

mi凶d

reform in particular. The paper suggests that much of the impetus for planned intervention 

was set in the context of urban thought which emphasized the relationship between residen. 

tial environment and the remarks on health， moral and crime. Drawing attention to that 

relationship， 1 describe the historical transition of the conception of area improvement in 

Osaka Nagamachi. 

Nagamachi is one of 'slums'， where cholera prevailed in 1885 and 1886. Gozo Tateno， 

the governor of Osaka Prefecture， took this cholera epidemic as the opportunity of improving 

the slums in the built.up area. The conception of improving the slum area， inc1uding 

Nagamachi， was first proposed in 1886 and 1887， but it was never put into practice. Then， 

Osaka government planned the slum improvement by means of the local building code of 

N agaya.kenchiku Kisoku in1891. This project was put into practice. and the physical environ. 

ment and life world in Nagamachi were thoroughly destroyed. This event was the first 

slum.c1earance in Osaka. 
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